


第8 研究代表者は， 天災その他研究遂行上やむを得ない理由により， 共同研究を

中止し， 又はその期間を延長する必要が生じたときは， 遅滞なく部局長に申し出

なければならない。

2 部局長は， 前項の申出に基づき， 共同研究者と協議のうえ支障がないと認めら

れるときは， 第4の規定に準じた手続きを経た後， 契約責任者に通知する。

3 前項により研究期間の延長の通知を受けた契約責任者は， 共同研究者との間で

変更契約を締結する。

（雑則）

第9 この要項に定めるもののほか， 共同研究受入に関し必要な事項は， 部局長が

定める。

附 則

この要項は， 令和2年12月18日から実施し， 令和2年4月1日から適用する。

附  則（令和5年12月5日 名大要項）

この要項は， 令和5年12月5日から実施し， 令和2年4月1日から適用する。


